
えどがわきたえどがわきた
江戸川北青色申告会

〒132-0021

江戸川区中央 1-2-18

TEL03（3656）0621

FAX03（3656）1104

「税と暮らしを考える」広報誌
発行：一般社団法人

NO.248

2022

⑦

上
半
期
分
の
源
泉
指
導
会※

は

7
月
1
日(

金)

〜
7
月
8
日(

金)

・前年の源泉徴収簿、納付書
・今年の源泉徴収簿
・扶養控除等異動申告書
・源泉所得税の徴収高計算書 ( 納付書 )

・職員の指名は行えません。
・期間中の源泉以外のご相談は、改めて別日にご予約ください。

源
泉
相
談
は
お
済
み
で
す
か
？！

・予約なしの来局順受付となります。
※但し、従業員数が 5 名以上の場合は事前にご連絡ください。
・朝 9時より受付順でご案内いたします。

【持ち物】

【諸注意・必ずお読みください】

～議案～

第一号議案         令和３年度（２０２１年度）事業報告書（案）

第二号議案　　　令和３年度（２０２１年度）収支計算書承認及び監査報告の件（案）

第三号議案　　　役員改選の件（案）　　　　

第四号議案　　　定款一部変更の件（案）

第五号議案　　　合併承認の件（案）

第六号議案　　　合併に伴う定款変更の件（案）

第七号議案　　　合併に伴う理事・監事選任の件（案）　

第八号議案　　　労働保険事務組合・事務処理規約の件（案）

～報告事項～

報　告（１）　　 令和４年度（２０２２年度）事業計画書と収支予算書報告の件

報　告（２）　　 その他

第 10 回 定時総会

5 月 26 日 ( 木 )、グリーンパレスに於いて「第 10 回定時総会」を行いました。
今年度は通常の議案に加え、江戸川南青色申告会との合併の承認に関する事項や合併
に伴う理事・監事の選任など多くありましたが、全て無事に承認されました。

当日は感染症対策のため規模を縮小して行いました。ご参加いただいた皆さまありが
とうございました。
なお、当日の資料は事前に送付させていただいたものか、当会HPよりご確認ください。

▲挨拶する小原会長

総会資料は
こちら

▼
▼



インボイス(適格請求書)の記載事項

「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を
伝えるための手段」であり、登録番号のほか、一定
の事項が記載された請求書や納品書その他これらに
類するものをいいます。

インボイスとは…

適格請求書発行事業者は、
取引の相手方（課税事業者）の求めに応じて、適格請
求書（又は適格簡易請求書※）を交付する義務があり
ます。

インボイスの記載事項

○当会のご利用案内
○帳簿の記帳から決算、申告までのス
ケジュール
〇記帳を始める前の準備。必要書類
〇どんな帳簿で記帳する？記帳の基礎
…などなど

どんな内容？？

」

「

【不動産】▶▶7月25日 (月 )

全て9:30 ～12:00 頃

【事業】▶7月26日 (火 )・7月27日 (水 )

※ご都合がつかない方は、別日で個別相談も承っておりま
す。
※電話（当日まで予約可能）または、青色アプリ (３日前ま
で予約可能 )にてご予約ください。(当日受付も可能ですが、
満席の場合はお断りさせていただきます。)

原点から学べる！
基礎説明会

場所：当会3階

必見 !

※特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー
業等に係る取引については、適格請求書に代えて、適格簡易請求
書を交付することができます。
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撮影日：2022 年 6月 8日

荒木ちはるさんと
田の上都議が視察

▲( 左から ) 田の上議員・小原会長・
荒木さん・大久保専務理事

（都民ファーストの会代表）

▲正面玄関にて小原会長と荒木さん



専門家による

税理士無料相談会

相談日
   7 月    6 日（水）

10  月    5 日（水）

予約時間
①　10：00
②　11：00
③　13：00

東京税理士会江戸川北支部の
税理士先生と個別に

税に関する相談が行えます。

司法書士無料相談会
司法書士先生と

個別に相談が行えます。
事業継承や相続登記のご相談に!

ご予約ください
TEL  03-3656-0621無料相談会のお知らせ

   8 月    3 日（水）

9月    7 日（水） ④　14：00
⑤　15：00
⑥　16：00

相続に関すること、遺言書の作成、その他認知症に
関するお手続きなどについてお困りのことがあれば
ご相談ください。
あわせて、贈与などに伴う名義変更や不動産に設定
されている担保の解除などのご相談も受け付けてお
ります。

>>随時 受け付けております。
● ●

ご利用には
マイナンバー
カードが

必須！取得を！！

▶▶

マイナンバーカードを使用
するには

事前準備が必要です。
決算前にご来局ください。



▶▶事務局カレンダー

税理士無料相談会7月      6 日

7 月   29 日 職員研修のため事務局休館

7月　1日～ 7月      8 日

基礎説明会7月   25 日・26 日・27 日

7月      8 日 組織委員会

スマートフォンから
ダウンロード！

青色アプリを

 

 
 
 
 
 
 

東京都では、中小企業者が地球温暖化対策の一環として行う省エネルギー設備等の取得を税制面

から支援するため、都内の中小規模事業所等において、特定の省エネルギー設備等を取得した場合に、

法人事業税、個人事業税を減免しています。 

【中小企業者向け省エネ促進税制の概要】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

都税の納付にスマートフォン決済アプリを是非ご利用ください。アプリ内で納付書のバ

ーコードを読み取るだけで、いつでも、どこでも納税できます。詳細は、主税局ＨＰをご

確認ください。 

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/common/tozei_nouzei.html#L16  

 

対 象 者 
「地球温暖化対策報告書」等を提出した中小企業者 

・資本金１億円以下の法人等、個人事業者が該当します。 

対象設備 

次の要件を満たすもの 

①特定地球温暖化対策事業所等以外の事業所において取得されたもの 

 ・特定地球温暖化対策事業所等とは、３年連続消費エネルギー量 1,500kl 以上の事業所をいいます。 

②「省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備」（減価償却資産）で、環境局が導入推奨機器として

指定したもの＊（指定された導入推奨機器は、環境局のホームページで公表しています。） 

＊空調設備（エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖房機） 

＊照明設備（ＬＥＤ照明器具、ＬＥＤ誘導灯器具） 

＊小型ボイラー設備（小型ボイラー類） 

＊再生可能エネルギー設備（太陽光発電システム、太陽熱利用システム） 

減 免 額 

設備の取得価額（上限 2,000 万円）の２分の１を、取得事業年度の法人事業税額又は取得年の所得に

対して翌年度に課税される個人事業税額から減免 

ただし、当期事業税額の２分の１が限度 

※減免しきれなかった額は、（法人）翌事業年度等、（個人）翌年度の事業税額から減免可 

対象期間 
（法人）令和８年３月３０日までに終了する各事業年度に設備を取得し、事業の用に供した場合に適用 

（個人）令和７年１２月３１日までに設備を取得し、事業の用に供した場合に適用 

減免手続 

減免を受けるためには、事業税の納期限（申告書の提出期限の延長承認を受けている法人の場合は、そ

の日）までに、減免申請書及び必要書類を提出してください。 

なお、申請期限を過ぎますと減免を受けることができませんのでご注意ください。 

法人事業税・個人事業税の減免 

【お問合せ先】 

 ●中小企業者向け省エネ促進税制に関すること 

  ・所管都税事務所の法人事業税・個人事業税班 

  ・主税局課税部法人課税指導課 （法人事業税班） 03-5388-2963 

  ・主税局課税部課税指導課   （個人事業税班） 03-5388-2969 

 ●地球温暖化対策報告書制度・導入推奨機器に関すること 

  東京都地球温暖化防止活動推進センター（クール・ネット東京） 03-5990-5091 

◆詳しくは主税局ホームページ内「〈東京版〉環境減税について」をご覧ください！ 

  

 

  

詳しい案内やＱ＆Ａも掲載しています。 検索 
 

 

主税局 環境減税 

江戸川都税事務所からのお知らせ 

 

都税がスマホ決済アプリで納付できます 

源泉指導会


